
①後期高齢者電算システムにログイン後、「収納業務」をクリック。

9

後期高齢者医療 

新担当者システム研修資料 

収納編 

平成２４年度４月 

① 



・市町村で基本的に使用するのは、太枠で囲っている部分になります。

その為、実際に使用するのは、データが漏れている分の登録や修正等の場合のみです。

④「還付未済額」・・還付未済額を登録するさいに使用します。
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③「滞納者情報」・・・・市町村システムで督促状や催告書を発送したさいの情報や不納欠損の情報を登
録するさいに使用します。

①「期割情報」・・・・市町村システムにて保険料を期割後、後期電算システムに登録するときや、「賦課・
収納整合性確認リスト」をもとに修正入力をするさいに使用します。

②「収納情報」・・・・市町村システムに登録されている保険料の収納情報を、後期電算システムに登録す
るときや修正を行うさいに使用します。

※「期割情報」、「収納情報」及び「滞納者情報」は市町村（又は契約システム業者）において、データを
作成して後期電算システムに登録しています（サーバファイル転送ツールの日次にて送信）。

⑤「収納日計表」・・後期電算システムに登録されている収納情報を日ごとに確認するさいに使用します。
データは夜間処理にて作成されますので翌日に転送ツールにて送信されます。

⑥「収納月計表」・・後期電算システムに登録されている収納情報を月ごとに確認するさいに使用します。
データは夜間処理にて作成されますので翌日に転送ツールにて送信されます。

1 ２ ３ ４ 

５ ６ 



・期割情報登録
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①被保険者番号を入力後、検索をクリック。 

②対象者の一覧が表示されるので、対象者かを確認。 

③相当年度、管理番号を入力後、選択をクリック。 

④ 年間保険料額が決定していますが、期割情

報が入っていないので、市町村システムの期割

情報を入力をします。 



・「賦課年度」・・市町村システムでの調定年度。

・「徴収方法」・・特別徴収の場合は「１」、普通徴収の場合は「２」

・「期別」・・・・・市町村システムの期

・「期割情報種別」・・賦課確定分は「１」、賦課未確定分（本賦課前の特別徴収仮徴収分）は「２」

・「期別保険料額」・・市町村システムの期ごとの金額

・「納付期限」・・・普通徴収の納期毎の期限（特別徴収は入力は不要）
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※期割情報登録や修正は、市町村システムにて、保険料情報を取り込み後、期割を作
成したあとに行います。保険料情報が取り込まれていない場合は、期割額も変更されて
いません。その為、後期電算システムと市町村システムとでは保険料調定額が異なるこ
とになり、集計資料や報告等に支障がでます。

⑤「期別保険料額」の合計と「年間保険料額」が合ってい

るかを確認後、確認ボタンをクリック後、更新をクリック。 



・期割情報修正
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①入力画面は期割情報登録と同じ。毎月２回、転送ツールにて送られてくる「賦課・収納整合性確認リス
ト」を基に、修正を行う。

②「年間保険料額」と期割情報内の「期割別

保険料額」が合っていないので、市町村シス

テムの期割額を基に修正を行う 

③「期別保険料額」の合計と「年間保険料額」が合ってい

るかを確認後、確認ボタンをクリック後、更新をクリック。 



・収納情報登録・修正
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①被保険者番号を入力後、検索をクリック。 

②対象者の一覧が表示されるので、対象者かを確認。 

③相当年度、管理番号を入力後、選択をクリック。 

④収納情報を市町村システムを基に入力。 

⑤入力後、確認をクリックし、内容

を確認後、更新をクリック 



・「賦課年度」・・市町村システムでの調定年度。

・「徴収方法」・・特別徴収の場合は「１」、普通徴収の場合は「２」

・「期別」・・・・・市町村システムの期

・「集計年度」・・・市町村の会計年度。

・「納入方法」・・・普通徴収の場合に選択。

・「還付充当区分」・・還付や充当を行ったさいに選択。

・「領収日」・・・・市町村システムの領収日。

・「収納日/還付充当日」・・・市町村システムの収納日及び還付充当日。

（例）

①　歳出還付の場合

②　歳入充当の場合：歳入還付の履歴と収納の履歴を作成。収納の納付方法は「その他」を選択

③　普通徴収の場合

④　特別徴収の場合
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・「納付済額/還付充当額」・・納付のあった額や還付充当を行った金額（分けて納付や充当をした場合は
履歴はわける）

1 

２ 

３ 

４ 


